
                              令和５年 10月 11日 

保険薬局 各位 

 

一般社団法人 静岡市薬剤師会 

担当副会長  石 川 圭 祐 

 

令和５年度第２回静岡県立こども病院と薬剤師会との打ち合わせ会報告書 

 

開催日時 令和５年９月４日（月） １９:３０～２１:１５ 

場  所 静岡市薬剤師会館 １階会議室 

出 席 者 県立こども病院：青島薬剤室長、岩下薬剤室長補佐 

出 席 者 静岡市薬剤師会：石川副会長、前坂理事 

出 席 者 清水薬剤師会：柴田専務理事 

 

1 こども病院から 

①調剤過誤報告  4件  

１）発生日 2023．8.11 

判明日 2023．8.14 

正 ヘパリン類似物質ローション 

誤 ヒルドイドクリーム 

レセプトコンピューターで入力ミスがあり、それを見て調剤、投薬をしてしまっ 

た。監査時に原本と薬剤の突合点検を怠っていた。 

２）発生日 2023.7．13 

判明日 2023.7．28 

正 フロセミド細粒 4％「EMEC」８ｍｇ、アルダクトン A細粒 8mg（力価） 

誤 フロセミド細粒４％「EMEC」８ｍｇ、アルダクトン A細粒８m（製品量） 

ｍｇ単位のため本来力価換算あったところ製品量としての量と思い込み調剤して 

しまった。7/28再度来局時に量が少なすぎることに疑問を持ち疑義照会をかけて発 

覚、9日間服用してしまっていた。効果が十分得られていなかったが元の用量でその 

まま経過観察となった。患者家族には謝罪をし、同意を得た。 

３）発生日 2023.6．14 

判明日 2023.6．15 

正 リスパダール内用液 

誤 エルカルチン FF内用液 

リスパダール内用液 0.5ml包を 1回 0.4ml分２ ９０日分を３０日分ずつ希釈し 

てお渡ししていた。２回目来局時に誤ってほかの患者に渡すエルカルチン FF内用液 

を渡してしまった。すぐ誤りに気づきその日の夕方に連絡が付き謝罪、取り換えを 

行った。（希釈すること自体が薬剤部的に想定外のようでした） 

小児に対する少量調剤の工夫について、患者様との相談の上、当院へ相談いただ 

くことも可能であることを伝えた。 



 

４）発生日 2023.7.5 

判明日 2023.7.7 

正 フィコンパ細粒１％ 0.5mg（力価） 

誤 フィコンパ細粒１％ 0.5g（製品量） 

もともとフィコンパ細粒１％を 4.5mg服用の患者に追加分の 0.5mgの処方で合計 

5mgの処方であったが、力価と製品量を間違えて交付（4.5mg＋5mg）、服用してしま 

った。7/7 に母親より傾眠が強く出ていると相談があり発覚した。発覚後正しい用 

量。のものを作成しお渡しした。その後の経過は問題なく謝罪して報告となった。 

 

・処方せんに書かれているコメントを確認の上、調剤することが基本であること。 

・過誤報告書の様式に不備があると、状況と対処経過が読み取れない場合があるため、 

注意が必要。 

・レセコンへの入力を手作業で行っている現状では、入力が正しいかどうかの確認が 

必要。 

・患者様との関係性を良好にしていただくとともに、患者様に継続して服用していた 

だけるよう対応をお願いしたい。 

 

②疑義照会の内訳および院外処方せん発行率  

・疑義照会率は集計方法を今年度から変更している。 

・入手困難薬や、代替え薬品の相談などの件数が多くを占めている。 

・院外処方せん発行率は、電子カルテシステムの変更に伴い、救急の処方せん枚数の 

補正を行わないこととしたため、前年度よりも 2-3％減少しているように見えるが、 

実質的な発行率に変化はない模様。 

・入手困難薬の対応は、改善の様子は見えないが、状況説明の上、患者様にご理解の 

頂けるよう対応をしている。 

・処方せん発行の医療機関としては、入手困難薬が多いことを医局会で説明するなど 

し、最小処方日数での処方を推奨するしか対応は難しい。 

 

③その他 

１）薬剤供給不足について  

咳止めの内服や吸入薬、貼付剤など入手ができないものが多い。抗生剤に関しても、 

入手できない（オーグメンチン、クラバモックス等アモキシシリン不足）ため、他の抗 

生剤に変更することも必要になるが、そのような内容については病院側に相談をして 

いただく必要あり。 

当院薬剤室と処方医の間で PBPMの同意を得る方向の検討中であることを説明。 

２）静岡市薬剤師会調剤過誤報告書の利用について 

こども病院ホームページ上へのリンク記載が了承された。 

https://shizuokashiyaku.or.jp/download/  

 

https://shizuokashiyaku.or.jp/download/


 

 

2 薬剤師会から 

①処方せん上への成分量と製剤量の併記について 

→現在当院で使用している電子カルテシステム（富士通 HX）で対応することは困難で 

ある。 

②入手困難薬に対する対応方法 

→その時の調剤薬局さんの在庫状況や、患者様の状況を確認の上、当院への相談をいた

だければ、相談に乗ることは可能である。 

     

3 その他 

①コンサータ取り扱い薬局の一覧について 

一覧の作成は加盟薬局に対するアンケートを行う必要があるため困難である。 

県内すべての地域の情報を集めることも難しい。 

②入手困難薬の周知 

患者様に対して、院外薬局に対する事前の相談があると、薬剤の入手に関する情報も伝 

えられるため、処方される前の相談があると簡便である。  

事前相談の時に、調剤方法の相談等もできるため、その方向で進める。 

 

 

次回開催 令和５年１２月４日（月）19：30より市薬 1階会議室にて 


